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  本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号、メー

ルアドレスを教え頂いた会社さんへお送りし

ております。不要の方はお手数ですがメー

ル、ＦＡＸ、電話等でその旨をご連絡下さい

ますようお願い申し上げます。 

   
 

ホワイト企業認定取得の勧め 

ホワイト企業認定は一回取得すればよい訳

ではありません。年に一度の更新審査があり

ちょうど企業の健康診断に例えられます。企

業の健康診断で元気な会社を保てます。 
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業務委託契約 

事業の効率化や経費削減のためにフリーランス

と業務委託契約を締結しアウトソーシングする方

法があります。今回は業務委託契約が違法とされ

た例と注意すべき点を紹介します。 

 丸和運輸機関の例・   

令和４年５月２９日の読売新聞は、春日部労働

基準監督署が吉川市に本社のある（株）丸和運輸

機関を労働基準法違反で是正勧告していたことを

報じました。同社では個人のドライバーと業務委

託契約を締結していますが、次の行為が雇用契約

にあたると判断したようです。①配達ルートの指

定、②予定外の配達の指示、③業務許諾自由の制

限、④制服の着用要求、⑤事務管理料の徴収。 

通信販売の広がりにより、多くの運輸会社がフ

リーランスに配送を委託している現状で、この是

正勧告は大きな影響を与えると思われます。 

 業務委託契約の種類・  

民法によると業務委託契約には①請負契約、②

委任契約の２つの形態があります。請負契約は請

仕事の完成に対して報酬の支払いをする契約で

す。物品の配達や完成品の納入等が該当します。

一方、委任契約は期間を定めて作業を依頼し、作

業に対して報酬を支払う契約です。士業との顧問

契約や医療行為等が該当します。 

どちらの契約にしても受注者は契約内容に基づ

いて業務を行えばよく、雇用契約と違って発注者

が指示・命令をすることはできません。 

 労働者性の判断基準・  

委託契約と雇用契約を明確に区分できないケー

スもあります。次のときは「労働者性あり」と判

断される要素となります。①仕事の依頼に対して

拒否する自由がない、②業務の内容や遂行方法に

ついて具体的な指揮命令を受けている、③勤務場

所や勤務時間が指定されている、④本人に代わっ

て他の者が労務を提供することが認められていな

い。この中で特に①と②は「労働者性あり」を強

く推認させる重要な要素となります。 

「労働者性」を補強するものとして、①使用す

る機械や器具を会社が用意する、②報酬額が同様

の業務に従事している社員と同じまたは安い。③

他社の業務への従事を制約している、④報酬に固

定給部分または生活保障的な部分がある、⑤就業

規則の服務規律を適用している等があります。 

 業務委託契約の法的制約・   

業務委託契約には労働法は適用されませんが、

次の法令が適用されることがあります。 

① 民法：契約解除するときの損害賠償。 

② 独禁法：報酬の一方的な決定・減額の禁止。

成果物の受領拒否や権利の一方的な取り扱い

の禁止。 

③ 下請法：下請代金の支払い期限、発注書面の

交付や取引記録の保存義務。 

④ 家内労働法：委託条件の文書明示、工賃の支

払い、最低工賃、委託状況届等の届け出義務

および帳簿の備付け。 

 まとめ・ 

業務委託契約は事業活動での選択肢の一つで

す。しかし業務の選択を誤ると、うまく機能しな

かったり労務トラブルから更には労働法違反に発

展したりします。指揮命令が必要な業務や依頼を

拒否されては困る業務は業務委託契約には向きま

せん。労働者性の判断基準を参考にして、会社と

フリーランスが Win-Win の関係が築ける業務での

アウトソーシングを活用したいものです。 
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